
常態化する旧海軍駐機場の即時使用禁止を求める意見書 

 

嘉手納飛行場旧海軍駐機場（以下「旧海軍駐機場」という）の使用については、本議会

において令和７年７月２３日臨時会及び令和８年３月３日第１４回定例会において、旧海

軍駐機場の航空機使用禁止及びＳＡＣＯ合意遵守等を求める意見書・抗議決議を全会一致

で可決した。しかし米軍は抗議決議を無視し、可決後の３月１０日、１１日、１７日、２

３日、２４日、２６日、２８日、２９日、３１日、４月１日に旧海軍駐機場において、Ｆ

３５Ａ及びパラシュート降下訓練中のヘリ等が自走侵入し、エンジン稼働のまま給油を行

う等した後、自走して駐機場外へ移動する等の訓練を繰り返した。エンジン稼働中の給油

は排気が高温となり、万が一事故が起きた場合、火災の拡大や爆発的燃焼などにより被害

拡大が懸念される。 

そもそも住民居住地に近接する旧海軍駐機場の使用は騒音や悪臭等の被害を周辺住民に

もたらし、その負担軽減が議論されてきた。旧海軍駐機場移転は、平成８年１２月２日の

ＳＡＣＯ最終報告において、騒音軽減イニシアティヴ（騒音軽減の実現）の一環として「嘉

手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍駐機場から主要滑走路の反対

側に移転する」と定められ、日本政府が１５７億円もの膨大な費用を負担し、平成２９年

１月に移転完了した。昼夜を問わず深夜早朝にわたり延々と撒き散らされる騒音や排気ガ

ス被害に苦しめられてきた旧海軍駐機場周辺の住民はもとより、嘉手納町民は基地被害軽

減に大きな期待を寄せていた。 

しかし、移転直後から旧海軍駐機場の使用が確認され、恒常的使用に強い危機感を抱く

中、さらに付近住民を危険にさらす訓練を実施することは、騒音軽減イニシアティヴに明

らかに違反しており、断じて容認できない。日本政府は、米軍に対して、旧海軍駐機場の

使用禁止を毅然とした態度で求めるべきである。 

 よって、嘉手納町議会は町民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から、旧海

軍駐機場の使用に対し厳重に抗議するとともに、下記事項の速やかな実現を強く要求する。  

 

記 

 

１ 旧海軍駐機場の航空機の使用を直ちに禁止すること。  

２ ＳＡＣＯ合意を遵守すること。   

３ 旧海軍駐機場を閉鎖し同地を緑地帯に転換するなど、今後一切、駐機場として利用でき

ないようにすること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。   

令和８年４月１６日  

沖縄県嘉手納町議会  

（あて先）  

内閣総理大臣 外務大臣 防衛大臣 内閣官房長官（沖縄基地負担軽減担当）   

沖縄及び北方対策担当大臣 外務省特命全権大使（沖縄担当） 沖縄防衛局長  沖縄県知事 



常態化する旧海軍駐機場の即時使用禁止を求める抗議決議 

 

嘉手納飛行場旧海軍駐機場（以下「旧海軍駐機場」という）の使用については、本議会

において令和７年７月２３日臨時会及び令和８年３月３日第１４回定例会において、旧海

軍駐機場の航空機使用禁止及びＳＡＣＯ合意遵守等を求める意見書・抗議決議を全会一致

で可決した。しかし米軍は抗議決議を無視し、可決後の３月１０日、１１日、１７日、２

３日、２４日、２６日、２８日、２９日、３１日、４月１日に旧海軍駐機場において、Ｆ

３５Ａ及びパラシュート降下訓練中のヘリ等が自走侵入し、エンジン稼働のまま給油を行

う等した後、自走して駐機場外へ移動する等の訓練を繰り返した。エンジン稼働中の給油

は排気が高温となり、万が一事故が起きた場合、火災の拡大や爆発的燃焼などにより被害

拡大が懸念される。 

そもそも住民居住地に近接する旧海軍駐機場の使用は騒音や悪臭等の被害を周辺住民に

もたらし、その負担軽減が議論されてきた。旧海軍駐機場移転は、平成８年１２月２日の

ＳＡＣＯ最終報告において、騒音軽減イニシアティヴ（騒音軽減の実現）の一環として「嘉

手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍駐機場から主要滑走路の反対

側に移転する」と定められ、日本政府が１５７億円もの膨大な費用を負担し、平成２９年

１月に移転完了した。昼夜を問わず深夜早朝にわたり延々と撒き散らされる騒音や排気ガ

ス被害に苦しめられてきた旧海軍駐機場周辺の住民はもとより、嘉手納町民は基地被害軽

減に大きな期待を寄せていた。 

しかし、移転直後から旧海軍駐機場の使用が確認され、恒常的使用に強い危機感を抱く

中、さらに付近住民を危険にさらす訓練を実施することは、騒音軽減イニシアティヴに明

らかに違反しており、断じて容認できない。 

よって、嘉手納町議会は町民の生命、財産、安全及び平穏な生活を守る立場から、旧海

軍駐機場の使用に対し厳重に抗議するとともに、下記事項の速やかな実現を強く要求する。 

 

記 

 

１ 旧海軍駐機場の航空機の使用を直ちに禁止すること。  

２ ＳＡＣＯ合意を遵守すること。   

３ 旧海軍駐機場を閉鎖し同地を緑地帯に転換するなど、今後一切、駐機場として利用でき

ないようにすること。 

 

以上、決議する。   

令和８年４月１６日  

沖縄県嘉手納町議会  

（あて先）  

駐日米国大使 太平洋空軍司令官 在日米軍司令官 在沖米四軍沖縄地域調整官 在沖米国総

領事 嘉手納基地第 18 航空団司令官 沖縄県議会議長 

 

 


